
  

令 和 ８ 年 ６ 月 ３ 日 

九 州 地 方 整 備 局 

大 分 河 川 国 道 事 務 所 

 

 

「のつはる湖 湖面等利用ルール」の改訂について 
 

 

 

ななせダムの令和８年４月の管理移行を受けてななせダム水源地域保全協議会で

は、「のつはる湖 湖面等利用ルール」の一部改訂を検討してきました。いただいた

意見を踏まえて別紙のとおりの改訂することとし、令和８年５月２１日から運用開

始します。 

 

＜のつはる湖 湖面等利用ルールとは？＞ 

 のつはる湖 湖面等利用ルールは、のつはる湖を多くの方々に安全、安心、快

適に活用して頂くこと、自然が豊かで美しい景観及び周辺環境を保全すること、

湖面等の利用マナーが向上することを目的に、国土交通省大分河川国道事務所と

関係機関からなるななせダム水源地域保全協議会により令和２年に制定され、令

和６年に改訂されています。 

きよふみ 
清文（内線６２２１）
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中島 

技術副所長 
ダム管理課長 

国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 
〒870-0820 大分県西大道 1 丁目 1 番 71 

電話番号 097-544-4167（代表） 
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